
議案第４７号 

 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるもの

とする。 

 

令和４年６月２日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

 （提案理由） 

この案を提出するのは、国家公務員の職員の服務の宣誓に関する政令の改正に伴

い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 
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   職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２９年大口村条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「基き」を「基づき」に改める。 

 第２条中「なつた」を「なった」に、「任命権者又は任命権者の定める上級の公

務員の前で」を「任命権者に」に、「宣誓書に署名」を「宣誓書を提出」に、「行

つて」を「行って」に改める。 

 第３条中「除く外」を「除くほか」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（この条例の目的） （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法(昭和２５

年法律第２６１号)第３１条の規定に基づ

き、職員の服務の宣誓に関し、規定すること

を目的とする。 

第１条 この条例は、地方公務員法(昭和２５

年法律第２６１号)第３１条の規定に基き、

職員の服務の宣誓に関し、規定することを目

的とする。 

（職員の服務の宣誓） （職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は、任命権者

に、別記様式による宣誓書を提出してからで

なければ、その職務を行ってはならない。 

第２条 新たに職員となつた者は、任命権者又

は任命権者の定める上級の公務員の前で、別

記様式による宣誓書に署名してからでなけれ

ば、その職務を行つてはならない。 

（権限の委任） （権限の委任） 

第３条 この条例に定めるものを除くほか、職

員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権

者が定めることができる。 

第３条 この条例に定めるものを除く外、職員

の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者

が定めることができる。 

  

 

- 3 -



改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

行政手続きの書面・押印・対面の見直しによる、国家公務員の職員の服務の宣

誓に関する政令に準じた改定を実施するものです。 

 

２ 改正の概要 

職員の服務の宣誓の際に署名及び対面を不要とし、宣誓書を任命権者に提出す

ることのみとします。 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行します。 
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